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淀
橋
浄
水
場

―

東
京
の
「
近
代
水
道
」　
そ
の
一

◯
浄
水
場
最
後
の
日

　

昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
三
月
三
十
一
日
、
前

年
の
十
二
月
か
ら
す
す
め
ら
れ
て
い
た
配
水
管
の
切

り
替
え
工
事
の
最
後
の
中
野
線
を
完
了
し
、
淀
橋
浄

水
場
は
機
能
を
停
止
、
廃
庁
と
な
っ
た
。
こ
の
日
は
、

業
務
に
携
わ
っ
て
き
た
職
員
百
七
十
名
ほ
ど
が
集
ま

り
、
七
十
二
年
間
の
歴
史
を
閉
じ
る
そ
の
場
に
立
ち

会
っ
た
。
そ
の
廃
庁
式
で
、
当
時
の
東
京
都
水
道
局

長
か
ら
次
の
よ
う
な
挨
拶
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
七
十
二
年
の
歴
史
を
も
つ
淀
橋
浄
水
場
は
、
本

日
を
も
っ
て
廃
庁
し
た
が
、
こ
の
施
設
は
決
し
て

老
朽
化
し
た
た
め
に
廃
止
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

今
で
も
、
浄
水
場
と
し
て
の
機
能
は
立
派
に
備
え

て
い
る
。
新
宿
副
都
心
建
設
と
い
う
大
目
的
に
協

力
し
て
の
東
村
山
浄
水
場
移
転
に
と
も
な
う
廃
庁

で
あ
り
、
特
に
職
員
の
皆
さ
ん
が
平
常
の
業
務
と

併
せ
て
、
移
転
業
務
を
支
障
な
く
、
果
た
さ
れ
た

こ
と
を
感
謝
す
る
。」

（「
水
道
局
報
」
昭
和
四
十
年
四
月
、第
一
一
九
号
）

　

前
回
、「
新
宿
副
都
心
計
画
」
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、

昭
和
三
十
五
年
（
一
九
六
〇
）
三
月
三
十
一
日
、
都

議
会
に
お
い
て
「
新
宿
副
都
心
建
設
に
関
す
る
基
本

方
針
」
が
議
決
さ
れ
、
東
京
都
は
淀
橋
浄
水
場
の
敷

地
を
中
心
と
し
、
副
都
心
を
建
設
案
に
沿
っ
た
都
市

計
画
を
進
め
て
き
た
。
こ
の
副
都
心
建
設
区
域
の
大

部
分
が
淀
橋
浄
水
場
の
跡
地
で
あ
り
、「
淀
橋
浄
水

場
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
他
地
区
に
先
が
け

て
新
宿
副
都
心
建
設
が
、
計
画
さ
れ
た
」（『
財
団
法

人
新
宿
副
都
心
建
設
公
社
事
業
史
』）と
も
い
わ
れ
る
。

◯
淀
橋
浄
水
場
の
操
業

　

淀
橋
浄
水
場
は
、
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

十
二
月
一
日
よ
り
通
水
を
開
始
す
る
。
明
治
維
新
以

前
の
江
戸
の
水
道
は
、「
玉
川
上
水
」
と
「
神
田
上
水
」

を
水
源
と
し
た
七
つ
の
分
水
組
合
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
淀
橋
浄
水
場
は
、承
応
二
年
（
一
六
五
三
）、

多
摩
川
沿
岸
の
住
人
で
あ
っ
た
庄
右
衛
門
、
清
右
衛

門
兄
弟
に
よ
り
、
羽
村
か
ら
四
谷
ま
で
約
五
〇
㌔
に

わ
た
り
築
か
れ
た
「
玉
川
上
水
」
の
水
路
を
元
に
作

ら
れ
て
い
る
。
明
治
維
新
後
、
江
戸
時
代
の
分
水
組

合
は
解
散
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
玉
川
・
神
田
の

二
系
統
に
よ
る
給
水
が
続
い
て
い
た
。

　

当
時
の
東
京
の
人
た
ち
の
水
確
保
の
方
法
は
、
江

戸
以
来
の
玉
川
上
水
・
神
田
上
水
を
利
用
（
明
治
十

九
年
当
時
で
七
千
七
百
五
十
五
戸
が
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
）、
上
水
の
水
や
井
戸
水
を
担
い
で
売
り
歩
く

「
水
屋
」
か
ら
購
入
、
自
前
の
井
戸
を
利
用
、
す
る

等
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
み

る
と
、「
買
水
に
塩
気
が
あ
る
」「
買
水
の
値
段
が
高

い
」「
樋
水
道
（
上
水
を
通
す
配
管
）
が
腐
る
」「
雨

で
水
が
濁
る
」「
突
然
の
断
水
」「
汚
物
投
入
」
な
ど
、

そ
れ
ま
で
の
上
水
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
生
じ
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
か
で
も
、
明
治
に
数

度
流
行
し
た
コ
レ
ラ
に
よ
る
水
質
汚
染
な
ど
、
特
に

衛
生
面
に
お
い
て
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
新
し
い
首
都
東
京
に
お
け

る
「
近
代
水
道
」
が
求
め
ら
れ
た
。
明
治
初
年
よ
り

水
道
改
良
に
関
す
る
検
討
は
、
外
国
人
技
師
な
ど
を

交
え
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
事
業
が
具

体
化
し
た
の
は
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
十

二
月
十
四
日
、
事
業
主
で
あ
る
東
京
市
が
上
申
し
た

計
画
案
が
政
府
よ
り
認
可
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
後
も
巨
額
の
費
用
捻
出
や
、
用
地
買
収

等
の
問
題
が
起
き
、
工
事
の
延
長
を
余
儀
な
く
さ
れ

つ
つ
、
よ
う
や
く
明
治
三
十
一
年
に
操
業
を
開
始
し

た
の
で
あ
る
。

◯
「
東
京
の
」
水
道
と
し
て

　

こ
う
し
て
東
京
の
「
近
代
水
道
」
の
完
成
を
み
た

が
、
こ
の
新
し
い
水
道
が
東
京
の
人
々
の
生
活
に
行

き
渡
る
ま
で
に
は
、
他
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
明
治

十
一
年
（
一
八
七
八
）「
郡
区

町
村
編
成
法
」
の
制
定
に
よ
り
、

全
国
の
町
や
村
は
、
明
治
政
府

に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
府
県
制
度

に
組
み
込
ま
れ
、
東
京
府
（
当

時
）
は
十
五
区
六
郡
に
区
分
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
江
戸
幕
府
の
も
と
で
、
上

水
奉
行
や
、
町
奉
行
の
支
配
下
、

管
理
下
に
あ
っ
た
大
部
分
の
玉

川
上
水
の
水
源
林
は
多
摩
郡
に

所
在
し
て
い
た
。
多
摩
郡
は
東

西
南
北
に
分
け
ら
れ
た
が
、
そ

の
内
、
水
源
地
で
あ
る
西
、
南
、

北
の
三
郡
が
神
奈
川
県
に
属
す

る
こ
と
と
な
り
、
東
京
府
に
は

ほ
と
ん
ど
水
道
と
関
係
の
な
い

東
多
摩
郡
が
編
入
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
玉

川
上
水
や
水
源
地
帯
の
所
管
が

神
奈
川
県
に
属
す
る
こ
と
を
意

味
し
、
水
道
に
関
す
る
す
べ
て

の
示
達
な
ど
は
、
神
奈
川
県
を
通
し
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
水
道
に
関
す
る
諸
事
態
に
迅
速
に
対
応

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
東
京
府
は
、
西
、
南
、
北
の
三
多
摩
郡

の
編
入
を
国
に
申
請
す
る
。
そ
の
動
き
は
明
治
六
年

（
一
八
七
三
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
立
場
か
ら
の
思
惑
が
絡
み
、
な
か
な
か
実
現
し
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）

二
月
、
三
郡
編
入
の
法
案
が
衆
議
院
に
お
い
て
可
決

さ
れ
、
同
年
四
月
神
奈
川
県
か
ら
東
京
府
へ
の
編
入

が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
水
道
行
政
に

と
っ
て
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
る
土
台
と
な
っ
た
。

（
つ
づ
く
）

連　

載

第
49
回

在りし日の淀橋浄水場（右上の丸部分が常円寺）




